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ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
東
日
本
大
震
災
や

近
年
の
異
常
気
象
な
ど
を
教
訓
と

し
て
、
地
域
防
災
計
画
の
改
正
に

向
け
た
作
業
を
進
め
、
防
災
会
議

に
よ
る
審
議
を
中
心
に
素
案
を
整

え
ま
し
た
。
こ
の
素
案
に
つ
い
て

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

意
見
を
提
出
い
た
だ
け
る
か
た　

▪
市
内
在
住
か
在
勤
・
在
学
者

▪
こ
の
案
件
の
利
害
関
係
者

素
案
の
閲
覧
場
所　

市
役
所
本
庁

舎
行
政
コ
ー
ナ
ー
の
ほ
か
、
総
合

支
所
市
民
生
活
課
、
公
民
館
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
提
出　

11
月
23
日
㈷
〜
12
月

21
日
㈮
（
郵
送
の
場
合
は
当
日
消

印
有
効
）
ま
で
に
、
規
定
の
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
自
治

防
災
課
の
ほ
か
、
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、
公
民
館
へ

※
住
所
・
氏
名
な
ど
に
つ
い
て
は

公
表
し
ま
せ
ん
が
、
必
ず
ご
記
入

く
だ
さ
い
。

※
匿
名
の
意
見
は
受
け
付
け
で
き

ま
せ
ん
。

結
果
公
表　

平
成
25
年
２
月
ご
ろ

※
意
見
提
出
者
に
個
別
の
回
答
は

行
い
ま
せ
ん
が
、
意
見
の
概
要
お

よ
び
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方

や
、
案
を
修
正
し
た
と
き
は
、
そ

の
修
正
内
容
を
公
表
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
災
害
が
発
生
し

た
際
に
、
そ
の
対
応
を
円
滑

に
行
え
る
よ
う
、
深
谷
市
地

域
防
災
計
画
を
策
定
し
、
行

政
だ
け
で
な
く
、
関
係
機
関

と
連
携
し
た
備
え
を
し
て
い

①
担
当
課
に
よ
る
検
討
を
経
て
、

予
算
案
化
す
る
場
合
は
、
提
案
者

と
担
当
課
で
協
議
し
、
予
算
案
を

作
り
上
げ
ま
す
。

②
予
算
案
は
、
担
当
課
か
ら
財
政

課
に
提
出
さ
れ
、
内
容
に
つ
い
て

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
ま
す
（
12

月
〜
平
成
25
年
１
月
ご
ろ
）。
こ

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
場
に
、
提
案
者

と
担
当
課
が
出
席
し
、
市
民
審
査

員
と
財
政
担
当
か
ら
の
質
問
に
答

え
ま
す
（
提
案
者
に
参
加
し
て
い

た
だ
く
の
は
こ
こ
ま
で
で
す
）。

③
予
算
案
は
、
市
民
審
査
員
と
財

政
担
当
の
審
査
、
市
長
査
定
を
経

て
、
議
会
に
上
程
さ
れ
ま
す
。

④
議
会
で
の
議
決
後
、
結
果
を
公

表
し
ま
す
。

申
し
込
み　

11
月
12
日
㈪
〜
30
日

㈮
ま
で
に
、
事
業
提
案
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
担
当
課
へ

※
事
業
提
案
書
は
、
担
当
課
、
財

政
課
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

2
市
民
審
査
員
の
募
集

応
募
要
件　

市
内
在
住
か
在
勤
・

在
学
の
満
20
歳
以
上
で
、
市
税
の

滞
納
が
な
い
か
た

申
し
込
み　

11
月
12
日
㈪
〜
30
日

㈮
ま
で
に
財
政
課
へ

　

市
政
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、

行
政
だ
け
で
は
解
決
が
困
難
な
課

題
が
数
多
く
存
在
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
、市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
、

そ
の
課
題
を
解
決
す
る
案
を
募
集

し
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ
れ
た
予

算
案
を
審
査
す
る
市
民
審
査
員
も

募
集
し
ま
す
。

1
市
民
提
案
の
募
集

応
募
要
件　

市
内
在
住
か
在
勤
・

在
学
の
満
20
歳
以
上
の
か
た
お
よ

び
市
内
で
活
動
し
て
い
る
団
体

で
、
市
税
の
滞
納
が
な
い
か
た

※
匿
名
不
可

課
題
の
提
示　

内
容
な
ど
の
詳
細

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ほ
か
、

財
政
課
、
課
題
を
提
出
し
た
担
当

課
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

No. 課題名 担当課

1 福祉ボランティア活動の
活性化について

福祉課
☎574‐ 6644

2 空き家の有効活用 都市計画課
☎574‐ 6653

3 レンガ条例申請件数の向
上について

都市計画課
☎574‐ 6654

4 街区公園の管理業務 公園緑地課
☎574‐ 6657

5 街路樹および植栽ますな
どの管理について

道路管理課
☎574‐ 8861

6 屋外広告物簡易除去事業 道路管理課
☎574‐ 6651

提
案
後
の
流
れ

ふっかちゃん
ナンバープレート交付
あ市民税課（う574‐6637）
　市のPRおよび地域の一体感、郷
土愛を深め、地域の振興を図るこ
とを目的に、市のイメージキャラ
クター『ふっかちゃん』をデザイ
ンした新しいナンバープレートを
作製します。
　対象車種は、125㏄以下の原動
機付自転車（白色・黄色・桃色の3
種）になり、12月下旬からの交付
を予定しています。詳しくは、広
報ふかや12月号をご覧ください。

みほん

年
末
調
整
・
確
定
申
告
に
必
要
な

『
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
』
が
送
付
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税
・
住
民
税
の
申
告
で
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
は
、
納
付

し
た
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に

加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
今
年
、
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
た
か
た
に
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
『
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
』
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
、

必
ず
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領
収

証
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

証
明
書
送
付
時
期

▪
平
成
24
年
１
月
１
日
〜
９
月
30

日
ま
で
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
か
た
に
は
、
11
月
上
旬

▪
平
成
24
年
10
月
１
日
〜
12
月
31

日
ま
で
に
今
年
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
た
か
た
に
は
、

平
成
25
年
２
月
上
旬

問
い
合
わ
せ　

日
本
年
金
機
構
控

除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎

０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
１
１
７
・

Ｉ
Ｐ
電
話
の
場
合
は
☎
03
‐

６
７
０
０
‐
１
１
３
０
・
平
成
25

年
３
月
15
日
㈮
ま
で
の
平
日
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』
は
期
限

内
に
提
出
し
ま
し
ょ
う

　

老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す

る
年
金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得

税
の
課
税
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
障
害
・
遺
族
年
金
は
課
税
さ
れ

ま
せ
ん
）。
課
税
対
象
と
な
る
受

給
者
に
は
、
毎
年
11
月
上
旬
ま
で

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
『
扶
養
親

族
等
申
告
書
』
が
送
付
さ
れ
ま
す

の
で
、
期
限
内
に
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
こ
の
申
告
で
、
翌
年

中
に
受
け
ら
れ
る
年
金
に
か
か
る

所
得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
決
ま

り
ま
す
。
も
し
、
提
出
し
忘
れ
る

と
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
所

得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
多
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
書
送
付
対
象

▪
65
歳
未
満
で
年
金
額
１
０
８
万

円
以
上

▪
65
歳
以
上
で
年
金
額
１
５
８
万

円
以
上

国民年金からのお知らせ
●問い合わせ　熊谷年金事務所（☎522‐5158）　保険年金課（☎574‐6641）　岡部市民生活課（☎585‐2213）

川本市民生活課（☎583‐2783）   花園市民生活課（☎584‐1121）    

　

１
月
ま
で
、
県
下
一
斉
で
滞
納

整
理
強
化
期
間
と
し
て
市
税
な
ど

の
滞
納
に
対
す
る
取
り
組
み
を
強

化
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
お
預
か
り

し
た
市
税
は
、
快
適
で
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
市
税
の
滞
納
は
、

税
負
担
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に

も
見
過
ご
せ
ま
せ
ん
。
大
多
数
の

皆
さ
ん
に
は
納
期
限
内
に
納
付
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
で
納
付
が
遅
れ
た

り
、
滞
っ
て
い
る
か
た
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。

期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金

　

市
税
納
付
に
つ
い
て
は
、
納
期

限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が
加
算
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

年
14
・
６
％
（
当
初
１
か
月
は
特

例
あ
り
）
と
高
利
率
と
な
っ
て
い

ま
す
。
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た

場
合
は
、
早
目
の
納
税
を
お
願
い

し
ま
す
。

早
め
に
納
税
相
談
を

　

病
気
、
失
業
、
事
業
不
振
な
ど

で
納
税
が
困
難
な
か
た
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
事
情
を
お
伺
い
し
た

上
で
、
納
税
方
法
に
つ
い
て
ご
相

談
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納
付
が
な
い
と
滞
納
処
分
も

　

正
当
な
理
由
が
な
く
市
税
を
滞

納
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、

納
税
者
間
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
市
で
は
、
預
金
や
勤
務

先
へ
の
給
与
調
査
の
ほ
か
、
不
動

産
な
ど
の
財
産
調
査
を
実
施
し
、

最
終
的
に
納
付
が
な
い
と
き
は
、

財
産
を
差
し
押
え
、
換
価
し
税
金

へ
の
充
当
を
行
っ
て
い
ま
す
。

便
利
な
口
座
振
替
・
コ
ン
ビ
ニ
納

付
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

市
税
の
納
付
に
は
、
便
利
で
確

実
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
平
成
24
年
度
分
か
ら

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納

付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

（
金
額
な
ど
に
よ
り
一
部
取
り
扱

い
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

　

取
扱
銀
行
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

地域防災計画（素案）のご意見募集
●問い合わせ　自治防災課（☎574‐8597・え573‐8250・〠366‐8501仲町11‐1・

おkiki@city.fukaya.saitama.jp）

滞納に対する取り組みを強化しています
●問い合わせ　収税課（☎574‐6639）

市民提案と市民審査員の募集
●問い合わせ　財政課（☎574‐6632）   


